
会 議 録 

会議の名称 和泉市生活排水対策推進協議会【平成 28 年度（第１回）】 

開催日時 平成 28 年 7 月 14 日 10 時 00 分～11 時 30 分 

開催場所 和泉市コミュニティセンター４階中集会室 

出席者 中原会長 佐藤副会長 向井委員 安河内委員 小林委員 信貴委員 樋渡委員 

小門委員（以上 8 名 順不同） 

事務局（環境産業部環境保全課） 

飯阪理事、前田課長、坂田補佐、佐原係長、高木 

生活排水対策関係課（室）職員８名（道路河川室・土木維持管理室・下水道整備課・

お客さまサービス課・浄水課・農林課） 

会議の議題 （１）副会長の選出について 

（２）河川水質の現状について 

（３）平成 27 年度事業実績について 

（４）平成 28 年度事業計画について 

（５）その他 

会議の要旨 （１）協議会副会長の選出について 

副会長は和泉市町会連合会会長の佐藤委員が互選により選任された。 

（２）河川水質の現状について 

【事務局説明の概要】 

「BOD に係る環境基準達成状況」については、前年度同様に全調査地点で基準

をクリア出来た。 

（３）平成 27 年度事業実績について 

【事務局説明の概要】 

事業計画に基づき、本市において平成 27 年度に実施した生活排水対策事業実績

について報告（生活排水対策関係課（室）：環境保全課・道路河川室・土木維持

管理室・下水道整備課・お客さまサービス課・浄水課・農林課） 

 

 (４) 平成 28 年度事業計画について 

【事務局説明の概要】 

事業計画に基づき、本市において平成 28 年度に実施する生活排水対策事業計画

について報告（生活排水対策関係課（室）：環境保全課・道路河川室・土木維持

管理室・下水道整備課・お客さまサービス課・浄水課・農林課） 

 

（5）その他 

【事務局説明の概要】 

昨年度女性ネットワークの解散による「協議会規則第 3 条」の改正について、具

体的には、協議会規則第 3 条第 2 項第 6 号「婦人会の代表者」を削除すること

について審議をしていただく。 

会議録の 

作成方法 

□全文記録 

■要点記録 

記録内容の 

確認方法 

■会議の議長の確認を得ている 

□出席した構成員全員の確認を得ている 



□その他（                                                ） 

その他の 

必要事項 
傍聴者は無 

主な内容 

 

 

【質疑応答】 

（２）河川水質の現状について 

 

〈委員〉基準値は、国が設定している数値なのですか。それとも和泉市が決めてい

るのですか。 

 

〈事務局〉基準は国、類型は府が決めております。この表の中に類型というのがあ

りまして、A や B と書いている分ですが、A であれば BDO の基準値２mg/L です

し、B であれば３mg/L であるというように決められています。 

 

〈会長〉環境基準の大きなところは国が決めて、細かなところは都道府県が決める。

市が決めることはまずありません。目標値という理解を頂ければ有り難いと思い

ます。 

 他になければ、案件（２）を終わらせて頂きます。 

 

（３）平成 27 年度事業実績について 

【質疑応答】 

 

〈会長〉毎年、１～５につきましては、目標を掲げながらもなかなか成果が出にく

いところでございまして、わずかな改善のようですが、地道なご努力をされて

いるのでしょう。 

  特に自己負担が伴いますからね。自己負担が掛かりますと、尻込みするという

ことだろうかと思います。日頃から啓発などされていることと思います。 

他になければ、(３) はひとまず終わります。 

 

(４) 平成 28 年度事業計画について 

 

〈委員〉6 番の河川啓発活動ということで、平成 27 年度に各町などでされている

( ) の中の数字は、どういう意味でしょうか。 

 

〈道路河川室〉各町内で協定書を結んでいるのですが、例えば、南横山(１)となっ

ているものは、ひとつの協定書を結んでおります。(３)となっておりますのは、

その町内で３つの団体とそれぞれ協定書を結んだ数字になっております。 

   

〈委員〉3 団体が、啓発活動に参加して頂いたということですね。 

 

〈道路河川室〉そうです。アドプトリバーの協定書を結んで頂いているということ

です。 

 

〈会長〉保存資料の中では、今の補足を付け加えておいてください。( )の数字の

意味がわかりませんので、そのまま置いておくとまた、来年も同じデータが出て

くる可能性がありますのでよろしくお願いします。 

  



〈事務局〉注釈を入れるように致します。 

 

〈会長〉表側の 3 番ですね。PFI 方式で、業者が決まって平成 27 年度から初めて

実施していると思うのですが、昨年の実施状況などは、どのようだったか簡単に

報告頂けますか。 

 

〈下水道整備課〉資料②―３の市管理による合併処理浄化槽の設置ということで、

計画時点では設置件数 30 件を予定しておりまして、設置実績は 20 件となって

おります。 

 

〈会長〉まずまずということですね。 

 

〈下水道整備課〉初年度ということもありまして、そこまでの浸透が図れていなか

ったことが、予定件数に達しなかった原因と分析しております。調整会議を定例

的にやっておりまして、今の PR 状況などの意見交換は、定期的にやってまいり

ます。 

 

〈会長〉10 番の 27 年度小学校１校だけで、浄水場の見学は少ないようですが事

前に声はかけているのでしょうか。 

 

〈浄水課〉かつては年間 10 から 15 校が来ておりました。現在は歩いて来られる

学校しか来ないという状況です。それと、職員も減っておりまして、子供達の安

全を守るため、学校側に何名の先生を付けて下さいと、事前に色々条件を出すの

ですが、それがなかなかクリア出来ないという事がありまして減っております。 

 なお、今年はすでに、3 校が来ております。以降は今のところ予定がありません。 

 

〈会長〉できるだけ浄水場を、小学生に見て頂き将来的な啓蒙になればいいと思い

ます。 

17 番の、簡易測定パックテストの実際の成果は、いかがでしょうか。 

 

〈事務局〉事業実績の方は、27 年度ですと 17 番パックテスト実績 38 名(夏休み

など)でございます。子供達が夏休みに自由研究として使うことが多いので、こ

れから需要が増えてくるものと思っています。 

今年度に関しては、0 件です。随時、提供していく予定です。 

 

〈会長〉パックテストの需要が伸びるように一層の努力をお願いしたいと思いま

す。データそのものの報告、管理についてもよろしくお願いいたします。 

 

〈委員〉27 年度の分なのですが、13 番市内一円維持工事ということで、水路・側

溝等の浚渫・清掃・補修整備ということで昨年は全体で 100 か所になるのです

か。水路の陥没の補修、水路の清掃、水路蓋をして頂いているのですが、光明池

から 6 月くらいからよく水が流れてきますけど、その水路にごみが混ざっている

時があります。その場合どちらに連絡すれば掃除をして頂けるのでしょうか。 

 

〈土木維持管理室〉実績では、市内 97 か所と出ていますが、浚渫・清掃など業者

発注を含みますと、27 年度は 226 件発注しております。その他、非常勤職員で

も水路のごみの撤去など日常的にまわっております。現在もそうですが、地元の



方からごみが溜まっているのを発見された時は、連絡を頂ければ回収などの対応

はさせて頂きますので、今後もその様な形で進めて行きたいと思っております。 

 

〈会長〉それでは、この案件(４)平成 28 年度、現在進行している中身を、各担当

部署の皆様にはご努力頂きまして、大いなる成果を挙げて頂けましたら有り難い

と思います。また、委員の皆様もそれぞれ立場で、この事業計画にお力添えを頂

ければ有り難いと思います。 

 

（５）その他 

 

〈会長〉協議会規則第 3 条第 2 項第 6 号「婦人会の代表者」を削除することにつ

きましては事務局の方で進めていただき、規則改正後に報告をお願いします。 

 

〈会長〉他にご意見等、ございませんか。 

＜意見なし＞ 

 

〈会長〉今日の議題は全て終了したので、これにて閉会いたします。 

 

 


